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【手続補正書】
【提出日】令和3年3月11日(2021.3.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項７】
　前記第一内側コア部及び前記第二内側コア部の比透磁率は、５以上５０以下で、
　前記第一外側コア部及び前記第二外側コア部の比透磁率は、前記第一内側コア部及び前
記第二内側コア部の比透磁率よりも高い請求項１から請求項６のいずれか１項に記載のリ
アクトル。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　外方突出部を備えるリアクトルは、外方突出部の端面を基準にして設置対象に設置する
ことで、外部機器と接続し易くなる。外方突出部の端面は外側樹脂部から露出しているの
で、外方突出部の端面から巻線端部までの距離が精度良く決まる。外側樹脂部の成形時の
厚みのバラツキが、上記距離の精度を低下させることが無いからである。そのため、外方
突出部の端面を基準にしてリアクトルを設置対象の所定位置に設置すれば、設置対象にお
ける所望の位置にリアクトルの巻線端部を精度良く配置できる。その結果、設置対象に設
けられた外部機器と、リアクトルの巻線端部とを接続し易くなる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２５】
＜７＞実施形態に係るリアクトルの一形態として、
　前記第一内側コア部及び前記第二内側コア部の比透磁率は、５以上５０以下で、
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　前記第一外側コア部及び前記第二外側コア部の比透磁率は、前記第一内側コア部及び前
記第二内側コア部の比透磁率よりも高い形態を挙げることができる。
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